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●経過 
組合員が１１月分の給料明細を確認したところ「通常よりも減額分が多い」と会社に

確認したところ、「通常フレキシブル欠勤によるカット分は実労働部分をカットするところ、

誤ってノーペイの部分（休憩時間）まで減額してしまっていた」と事実を認め、「２～３か月

後に返還する」と謝罪を受けた。その後の会社の調査により、当該組合員以外にも同様

の事案があったことが発覚し、現在は「対象者のみ」に「経過・今後の対応等」を説明して

いる。 

●職場の声● 

・給料に関することは、私たちは「会社を信用するしかないんだけど…」な

んでこんなことが起きてしまったのか？知りたい… 

・機械のミス？人為的ミス？システムの問題？チェック体制は？ダブルチ

ェックしてなかったの？疑問しか出てこない。 

・そもそもフレキシブルって乗務員も使えたの？制度が変わりすぎてよく

わからないし…掲示だけでなく、ちゃんと説明してほしい。 

・超勤等ちゃんと支給されてるの？計算もわからないけど疑ってしまう… 

・お金に関するトラブルは一度起きたら信用できなくなる。乗務員の事象

に対して事実を周知され「会社の信用問題につながる」と言ってるなら、

今回の事象に対して「全社員に事実と対策」を明らかにするべきだ！ 

 

 


